
   京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は，葬祭場の建築等に関し，必要な指導内容を定め，関係者が相互の立

場を尊重し，誠意を持って協力するよう努めることにより，紛争を未然に防止し，良好

な市街地の環境の保全及び形成に資することを目的とする。 
（定義） 
第２条 この要綱において，使用する用語は，次項に定めるもののほか，建築基準法及び

建築基準法施行令において使用する用語の例による。 
２ この要綱において使用する用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 
⑴ 葬祭場 業として葬儀を行うことを目的とした集会場をいう。 
⑵ 小規模葬祭場 葬祭場のうち，葬祭場の用途に供する部分の床面積の合計が，１０

０平方メートル以下のものをいう。 
⑶ 葬祭場の建築等 葬祭場を新築し，増築し，改築し，若しくは移転し，又は建築物

の用途を変更して葬祭場とすることをいう。 
⑷ 事業主 葬祭場の建築等又は管理運営をしようとする者をいう。 
⑸ 周辺関係住民等 次のいずれかに該当する者をいう。 
 ア 葬祭場の敷地境界線からの水平距離が１００メートルの範囲内にある土地の所有

者並びに建築物の所有者及び占有者 
  イ アに規定する範囲内に居住する構成員を有する町内会，自治会又は商店会の代表

者 
⑹ 関係者 事業主及び周辺関係住民等をいう。  

（事業主の責務） 
第３条 事業主は，葬祭場の建築等及び管理運営に当たっては，周辺地域の市街地の環境

に十分に配慮するよう努めること。 
（周辺関係住民等の責務） 
第４条 周辺関係住民等は，事業主から葬祭場の建築等に伴い，その計画内容等について

事前の説明の申出があった場合は，これに応じるよう努めること。 
（事前協議） 
第５条 事業主は，葬祭場の建築等をしようとするときは，次条に定める標識の設置をす

る前に，事前申出書（第１号様式）に次に掲げる図書を添付して市長に提出し，当該建

築等の計画の概要及びこの要綱に定める事項について協議すること。 
⑴ 葬祭場設置計画概要書（第２号様式） 
⑵ 付近見取図 
⑶ 配置図，各階平面図，立面図及び断面図 
⑷ その他市長が必要と認める図書 



（標識の設置） 
第６条 事業主は，葬祭場の建築等の計画の概要を周辺関係住民等に周知させるため，京

都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例（以下「中高層

条例」という。）第１１条第１項各号に掲げる日のうち最も早い日の６０日前までに，当

該建築計画の概要を記載した標識を設置すること。ただし，中高層条例第１１条第１項

の規定に基づく標識の設置が同項各号に掲げる日のうち最も早い日の６０日前までに行

われる場合は，この限りでない。 
（周辺関係住民等への周知等） 
第７条 事業主は，前条の規定により標識（中高層条例第１１条第１項に基づく標識を同

項各号に掲げる日のうち最も早い日の６０日前までに行う場合は，当該標識）を設置し

た日から１０日以内に，周辺関係住民等に対し，その計画の概要の内容について説明等

の方法により周知するとともに，周辺関係住民等の理解を得るよう努めること。 
２ 事業主は，前項に定める説明等を行ったときは，速やかにその状況を説明等報告書（第

３号様式）により市長に報告すること。 
（関係者の協議等） 
第８条 関係者は，そのいずれか一方から協議を求められたときは，これに応じるよう努

めること。 
２ 関係者は，そのいずれか一方からの求めがあるときは，前項の協議内容について協定

を締結し，相互に遵守するよう努めること。 
３ 関係者は，葬祭場の建築等によって生じたすべての紛争について，相互の立場を尊重

し，誠意をもって自主的に解決するよう努めること。 
（建築計画上の措置） 
第９条 事業主は，葬祭場の建築等をしようとするときは，その建築等の計画について次

の各号に掲げる措置を採るよう努めること。 
⑴ 歩行者及び自動車等の通行その他の交通環境に配慮すること。 
⑵ 葬祭場の用に供する部分の床面積１００平方メートル当たり１台以上の自動車駐車

場を，当該葬祭場の敷地内又はその近傍地に設けること。ただし，周辺の交通機関の

状況等により支障がないと認められる場合は，この限りでない。 
⑶ 霊柩車，マイクロバス等葬儀用車両の発着場所を葬祭場の敷地内に設けること。 
⑷ 葬祭場の形態及び意匠を周辺の景観と調和するものとすること。 
⑸ 隣地境界線から葬祭場（敷地内の工作物を含む。以下，この号において同じ。）の外

壁等（外壁に代わる柱の面並びにバルコニー，ベランダ，出窓及び戸袋を含む。工作

物にあっては，これらに相当する工作物の外側を含む。以下，この号において同じ。）

までの間は，次のとおりとすること。ただし，周辺の良好な市街地の環境を害するお

それがないと認められるときは，この限りでない。 



ア 隣地境界線が，都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種低層住居専用地

域，第２種低層住居専用地域，第１種中高層住居専用地域，第２種中高層住居専用

地域，第１種住居地域，第２種住居地域及び準住居地域に位置する場合は，当該隣

地境界線から葬祭場（ただし，小規模葬祭場を除く。イ及びウにおいて同じ。）の外

壁等までの距離を４メートル以上とし，隣地境界線に沿って高木による緑化を行う

こと。 
イ 隣地境界線が，都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域，商業地

域，準工業地域，工業地域及び工業専用地域に位置し，かつ，アの用途地域から２

５メートル以内に位置する場合は，当該隣地境界線から葬祭場の外壁等までの距離

を，次の式により算出した距離以上とし，隣地境界線に沿って高木による緑化を行

うこと。 
   Ａ＝４－０．０８×Ｂ 
   Ａは，隣地境界線から葬祭場の外壁等までの距離（単位 メートル） 
   Ｂは，アの用途地域から当該隣地境界線までの距離（単位 メートル） 

ウ ア及びイ以外の場合は，隣地境界線から葬祭場の外壁等までの距離を２メートル

以上とし，隣地境界線に沿って高木による緑化を行うこと。ただし，隣地境界線が

商業地域に位置する場合を除く。 
エ 小規模葬祭場の場合は，隣地境界線から葬祭場の外壁等までの距離を２メートル

以上とし，隣地境界線に沿って高木による緑化を行うこと。ただし，隣地境界線が

商業地域に位置する場合を除く。 
オ 葬祭場の増築をする場合には，アからエまでの規定は当該増築に係る部分に限り，

適用する。 
（管理運営上の措置） 
第１０条 事業主は，葬祭場の管理運営について次の各号に掲げる措置を採るよう努める

こと。 
⑴ 供花及び樒は，原則として建物内に設置すること。 

⑵ 通夜，告別式等は，葬祭場の敷地内で行うこと。 

⑶ 葬祭場から生じる音及びにおい等については，できるだけ周囲に影響のないよう防

音及び防臭等に配慮すること。 

⑷ 敷地周辺の道路の状況により，交通渋滞等が予測される場合は，会葬者の自動車に

よる来場を自粛するよう指示するとともに，事故の防止を行うこと。 

⑸ 葬祭場の周辺地域内に商店街等がある場合は，会葬その他により，営業の妨げにな

る行為等のないこと。 

⑹ 敷地内又はその近傍地に周囲の景観を損ねるような広告物等の掲示は行わないこと。 
⑺ 施設の管理運営を適切に行うとともに，周辺関係住民等から管理運営についての苦

情があったときは，誠意をもって速やかに対応がとれるよう体制を整えること。 



（工事完了の報告） 
第１１条 事業主は，当該葬祭場の建築等が完了したときは，遅滞なく工事完了報告書（第

４号様式）を市長に提出すること。 
（計画変更及び事業主変更) 
第１２条 事業主は，葬祭場の建築等の計画を変更し，又は事業主を変更しようとすると

きは，速やかに変更申出書(第５号様式)を市長に提出し，変更内容について協議するこ

と。  
２ 事業主は，葬祭場を譲渡又は賃貸する場合は，この要綱に基づき協定した内容等につ

いて，譲受人又は賃借人に継承し，これを遵守させるよう努めること。 
（公表） 
第１３条 市長は，事業主が第５条の規定による協議に応じないとき，第７条第２項の規

定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をしたとき，又は第９条若しくは第１０条の

規定による措置を採らないときは，事実の公表等必要な措置を採ることができる。 

２ 市長は，前項の規定により事実の公表を行う場合において，あらかじめ，公表しよう

とする者に対し，書面をもって公表しようとする内容及び理由を通知するとともに，意

見を述べる機会を与えるものとする。 

（委任） 
第１４条 この要綱の実施に関し必要な事項は，都市計画局長が定めるものとする。 

附 則 

  この要綱は，平成１７年８月１５日から実施する。 

附 則 
  この要綱は，平成２１年１２月２８日から実施する。ただし，第８条の改正規定（第

５号本文及び同号アにただし書を加える部分並びに同条を第９条とする部分を除く。）は，

平成２２年７月１日から実施する。 


